
未熟児養育医療給付申請手続きの御案内 

 

 未熟児養育医療給付制度について 

 未熟児養育医療給付制度は、出生体重が 2,000 グラム以下、または身体の機能が未発達のまま出生したため、

指定養育医療機関への入院が必要であると認められた児童に対して、公的医療保険適用の医療（食事療養費標準

負担額を含む）に係る自己負担分の費用を給付する制度です。（公的医療保険適用外の医療や差額ベッド代、おむ

つ代等は対象とはなりません） 

 

1. 給付の対象となる方 

 川崎市在住の未熟児（出生から 1 歳の誕生日の前々日まで）で次のア、イいずれかの症状に当てはまり、指定

養育医療機関での入院治療をうける方が対象となります。 

ア 出生時に体重が 2,000 グラム以下である 

イ 生活力が特に薄弱で、次のいずれかの症状を示すもの 

（1）一般的状態・・・・・・・・・運動不安、痙攣がある。または運動が異常に少ない。 

（2）体温・・・・・・・・・・・・体温が 34℃以下である。 

（3）呼吸器・循環器系・・・・・・強度のチアノーゼが持続、もしくはチアノーゼ発作が繰り返すもの。 

                  呼吸数が毎秒 50 を超えて増加の傾向にあるか、毎分 30 以下のもの。 

                  出血傾向の強いもの。 

（4）消化器系・・・・・・・・・・生後 24 時間以上排便がない。生後 48 時間以上嘔吐が継続している。 

                  血性吐物、血便性がある。 

（5）黄疸・・・・・・・・・・・・生後数時間以内に現れる、または異常に強い黄疸がある。 

2. 申請に必要な書類 

 必要書類は各区役所地域みまもり支援センター児童家庭課での配布のほか、ＨＰで公開しています。 

必要書類 留意点等 

□ 養育医療給付（継続・変更）申請書 ・保護者（申請者）は父母どちらでも構いません。 

・番号法に基づき、市民税の課税状況等を本市が確認するた

めの同意書を兼ねています。 

□ 世帯調書 

※「3.徴収金算定に必要な税関係書類につ

いて」を御確認ください。 

・「児童の属する世帯構成」欄：対象児と同居する方全員分

の記入が必要です。（対象児本人の記入は不要です） 

・「世帯外扶養義務者」欄：同居はしていないが対象児を扶

養している方を記入します。（単身赴任中の父母など） 

・「1 月 1 日時点の住所」欄：どちらかに○をつけてくださ

い。 

□ 委任状（同意書） 徴収金（自己負担金）について、本来本市に納入していただ

く必要がありますが、委任状の提出をもって、小児医療費助

成制度と相殺することが可能です。（手続き省略可能） 

□ 養育医療意見書 入院している指定養育機関の医師が記載します。 

発行日から原則 1 か月以内に申請してください。 



□ 対象児の公的医療保険情報のわかる

ものの写し 

・公的医療保険については、次のうち、いずれか１点以上御

用意ください。また、郵送・オンラインで御申請される場合

は、写しを添付してください。 

 ①マイナポータルからダウンロードした「公的医療保険

の資格情報画面」 

お子様のマイナンバーカードでマイナポータルにアク

セスしていただき、「公的医療保険の資格情報画面」を

御提示ください。 

※１ マイナ保険証は、マイナンバーカードを取得し

た後、マイナポータルにて御自身で保険情報を

登録する必要がございます。マイナンバーカー

ドを取得しただけではマイナ保険証として使用

できませんので、御注意ください。 

※２ 郵送・オンラインで申請される場合、お子様のマ

イナンバーカードでマイナポータルにアクセス

していただき、「公的医療保険の資格情報画面」

をダウンロードして添付してください。 

 ②資格確認書 

加入している保険から発行されたものを御用意くださ

い。 

 

□ 小児医療費助成制度医療証の写し、又

はひとり親家庭等医療費助成制度医

療証の写し 

加入手続き中の場合は後日提出してください。また、郵送・

オンラインで御申請される場合は、写しを添付してくださ

い。 

□ 申請者のマイナンバーが確認できる

書類 

なりすましによる申請を防ぐ等の措置となっています。 

  



3. 徴収金算定に必要な税関係書類等について 

 未熟児養育医療給付にかかる徴収金の算定に当たり、次の①から③のいずれかに該当する場合は、税関係書類

等の提出が必要です。なお、対象児の治療開始日により、提出する税関係書類の年度が変わるので御注意くださ

い。 

（例）対象児の治療開始日が令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 6 月 30 日の場合 

 ⇒令和 6 年度の税関係書類が必要です（令和 6 年 1 月 1 日時点の所在地の書類） 

（例）対象児の治療開始日が令和 7 年 7 月 1 日から令和 8 年 6 月 30 日の場合 

 ⇒令和 7 年度の税関係書類が必要です（令和 7 年 1 月 1 日時点の所在地の書類） 

対象の方 必要書類 

①生活保護受給世帯の方 生活保護受給証明書 

②中国残留邦人等の支援給付世帯の方 支援決定されていることを証明

する本人確認書の写し 

③マイナンバー等を活用した市民税情報の照会に同意がない場合 課税（非課税）証明書 

 ※海外勤務等やむを得ない理由で税関係書類が提出できない方については、上記の（例）で該当する年の 1 月

から 12 月までの年収を証明する勤務先発行の給与明細等を提出してください。 

 

4. マイナンバー制度に伴う申請者の本人（身元）確認について 

 申請者（保護者）の記載するマイナンバーに誤りがないこと、また、なりすまし等による申請を防ぐため、次の

マイナンバー及び本人（身元）確認が出来る書類の提示に御協力ください。なお、マイナンバーの記載がない場合

でも申請はできますが、3 の税関係書類等の提出が必要な場合があります。 

○申請者のマイナンバー及び本人（身元）確認ができる書類 

 （1）マイナンバーカード確認書類 

    個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票 

 （2）本人（身元）確認書類・・・①または② 

① 個人番号カード、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真付の証明書いずれか１つ 

  ② 国民年金手帳、戸籍謄本、児童扶養手当証書などのいずれか 2 つ 

 

5. 川崎市の指定養育医療機関 

 本市の指定養育医療機関は次のとおりです。未熟児養育医療給付は指定養育医療機関での入院治療が対象とな

ります。 

病院 所在地 電話（０４４） 

川崎市立川崎病院 川崎区新川通１２－１ ２３３－５５２１ 

日本医科大学武蔵小杉病院 中原区小杉１－３８３ ７３３－５１８１ 

聖マリアンナ医科大学病院 宮前区菅生２―１６―１ ９７７－８１１１ 

※川崎市外の医療機関で治療を受ける場合は、医療機関の所在地の自治体で養育医療機関の指定を受けているか

御確認ください。 

 



6. 徴収金（自己負担金）について 

 未熟児養育医療給付制度では、加入する公的医療保険が 8 割を負担し、自己負担分に相当する 2 割を川崎市が

給付することで、医療機関窓口での支払いは発生しませんが、対象児の保護者の所得等に応じて、徴収金を川崎

市に納入する必要があります。ただし、徴収金相当分については、本市の小児医療費助成制度の対象となり、0 歳

児の自己負担額は一律 0 円であることから、同意書（委任状）の提出により本市への納入を省略することができ

ます。 

同意書（委任状）の提出がない場合は、徴収金相当分を一度川崎市に納入していただき、同額を小児医療費助成

で払い戻しをすることとなりますので、同意書（委任状）の提出に御協力ください。 

【未熟児養育医療費の負担割合イメージ図】 

 

7. 手続きの流れ 

STEP 1 【申請者→区担当 養育医療給付の申請】 

申請者は対象児の保護者（父母どちらか）が「2．申請に必要な書類」をそろえて、対象児がお住まいの区の地域みまもり

支援センター児童家庭課に申請します。 

※代理の方が申請する際は、保護者の認印のある委任状が必要です。 

STEP 2 【区担当→申請者 養育医療券の送付】 

受理後、児童家庭課で審査の上、認定となった方へ養育医療券を送付します。通常は受理後 1～2 週間で送付しておりま

すが、書類不備の場合等は遅れる場合があります。 

※審査の結果、認定とならなかった方へも、その旨の通知を行います。 

STEP 3 【申請者→医療機関 養育医療券の提出】 

受け取り次第、入院している医療機関へ養育医療券を提出してください。 

 

 

8. 継続・変更申請について 

養育医療券に記載の有効期間を超えて入院の継続が必要な場合や転院が必要な場合には、有効期間内に、養育

医療給付（継続・変更）申請書と新しく養育医療意見書の提出が必要となります。なお、転院の場合には、転院先

の医療機関の医師が新しい養育医療意見書を作成することとなります。 

※継続申請は、最長１歳の誕生日の前々日までの期間における延長のみですので御注意ください。 

  

Ａ 加入する公的医療保険の負担  8 割 
Ｂ 未熟児養育医療給付分 

Ｃ 徴収金相当分     2 割 



 

9. その他に届出等が必要な場合 

次の場合は、別途届出等が必要となります。対象児がお住まいの区の地域みまもり支援センター児童家庭課に

届出等をしてください。（届出の様式は各区地域みまもり支援センター児童家庭課で配布しています。） 

 

10. 書類提出・問い合わせ先 

窓口 住所 電話（０４４） 

川崎区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１０－８５７０ 

川崎市川崎区東田町８ 
２０１－３２１９ 

幸区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１２－８５７０ 

川崎市幸区戸手本町１－１１－１ 
５５６－６６８８ 

中原区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１１－８５７０ 

川崎市中原区小杉町３－２４５ 
７４４－３２６３ 

高津区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１３－８５７０ 

川崎市高津区下作延２－８－１ 
８６１－３２５０ 

宮前区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１６－８５７０ 

川崎市宮前区宮前平２－２０－５ 
８５６－３２５８ 

多摩区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１４－８５７０ 

川崎市多摩区登戸１７７５－１ 
９３５－３２９７ 

麻生区役所地域みまもり支援センター 

児童家庭課 

〒２１５－８５７０ 

川崎市麻生区万福寺１－５－１ 
９６５－５１５８ 

 

 

内容 届出等の様式 

・当該未熟児の死亡 

・養育医療給付の中止 

・当該未熟児の転居 

・当該未熟児が加入する公的医療保険の変更 

変更届 

・医療券の紛失・破損 養育医療券再交付申請書 


